
提

出

者

原

陽

子

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日
提
出

質

問

第

一

四

一

号

タ
ン
ザ
ニ
ア
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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タ
ン
ザ
ニ
ア
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
政
府
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
で
社
会
資
本
整
備
事
業
が
海
外
で
行
わ
れ
る
際
、
起
案
か
ら
決
定
、
実
施
、
評
価
ま
で
、
不
明
な
点
が

多
い
。
ま
た
、
被
援
助
国
で
は
、
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
日
本
企
業
が
利
益
を
得
る
た
め
に
あ
る
、
と
い
う
批
判
さ
え
聞
く
。
事
業

の
流
れ
を
明
ら
か
に
し
、
無
用
な
批
判
を
避
け
る
た
め
に
、
情
報
の
積
極
的
な
公
開
は
必
要
不
可
欠
な
課
題
で
あ
る
。
以
下
、

具
体
例
を
挙
げ
て
質
問
す
る
の
で
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
流
れ
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
い
。

一

一
九
九
〇
年
以
降
に
タ
ン
ザ
ニ
ア
で
始
ま
っ
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
よ
る
社
会
資
本
整
備
事
業
の
名
称
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入
札
予
定
価

格
、
予
定
価
格
を
積
算
し
た
者
の
名
称
、
落
札
額
、
受
注
企
業
名
を
示
さ
れ
た
い
。
一
般
競
争
入
札
で
な
か
っ
た
場
合
は
、

そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
の
事
業
の
入
札
参
加
企
業
名
、
入
札
額
を
そ
れ
ぞ
れ
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
は
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
政
府
か
ら
日
本
大
使
館
へ
ど
の
よ
う
に
要
請
さ
れ
た
か
。
要
請
の
手
続
を
、
公
式
、

非
公
式
に
か
か
わ
ら
ず
支
援
し
た
日
本
企
業
等
が
あ
れ
ば
そ
の
企
業
名
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

タ
ン
ザ
ニ
ア
政
府
に
要
請
さ
れ
た
案
件
か
ら
、
外
務
省
が
実
施
案
件
を
選
定
す
る
に
当
た
り
、
客
観
的
な
選
定
基
準
は
あ

る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

一



五

各
事
業
に
つ
き
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
な
ど
が
派
遣
し
た
調
査
団
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
調
査
員
の
所
属
、
専
門
分
野
、
調
査
期
間
を
そ

れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

調
査
団
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
事
業
が
取
り
や
め
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
は
何
だ
っ
た

か
。

七

各
事
業
の
必
要
性
や
妥
当
性
を
調
査
・
判
断
す
る
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
政
府
内
の
ど
の
部
署
で
、
ど
の
よ
う
に
役
割
を

果
た
し
て
い
る
か
を
説
明
さ
れ
た
い
。

八

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
名
誉
領
事
館
は
大
阪
市
に
あ
る
鴻
池
ビ
ル
内
に
あ
る
が
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
受
注
企
業
の
関
連
ビ
ル
に
外
国
の
公
館

が
入
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
政
府
は
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

九

Ｏ
Ｄ
Ａ
受
注
企
業
の
関
連
ビ
ル
に
被
援
助
国
の
公
館
が
入
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
、
鴻
池
組
以
外
に
あ
る
か
。

十

一
で
明
ら
か
に
し
た
事
業
の
う
ち
、
現
地
法
人
（
日
本
資
本
の
現
地
法
人
は
除
く
）
へ
の
下
請
け
工
事
発
注
額
と
、
日
本

の
受
注
企
業
が
地
元
住
民
を
直
接
雇
用
す
る
た
め
に
費
や
し
た
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
で
ど
れ
く
ら
い
か
。

十
一

Ｏ
Ｄ
Ａ
事
業
の
透
明
性
と
公
正
さ
を
高
め
る
た
め
に
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
方
策
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二



＃
Ｐ
＃
Ｐ

三


